
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奨学金返還月額の 2 分の１（月額上限１万円） 最長 36 か月 

独立行政法人日本学生機構、地方公共団体等が貸与

する奨学金 

 

※教育ローンは対象外 

次の全ての要件に該当する方が、対象となります。 
 
①大学、専修学校等の在学中に奨学金等の貸与を受けた方で、令和８年４月１日以降 

に奨学金等の返還を開始した方 

②本市の住民基本台帳に登録があり、かつ、その住所地を生活の本拠としている方で、 

助成金の初年度の申請日から５年を超える期間は、継続して居住する意思がある方 

③令和８年４月１日時点において、30 歳未満の方で、かつ、大学等卒業後３年以内の方 

④富山県若しくは石川県内に勤務している被雇用者（正規に雇用されている者又は雇用保険 

法の規定に基づく被保険者で、雇用期間が６か月以上見込まれる方。国及び地方公共団体の正規 

職員の方を除く。）又は 富山県若しくは石川県内において個人で事業を営む方 

⑤奨学金の返還に係る他の補助金等を受けていない方 

⑥奨学金の返還を滞納していない方 

⑦世帯全員が市税等を滞納していない方 

 

定住される若い世代の奨学金返還を支援します

 

令和８年度版 

交付対象者 

 

助成対象者として決定を受 

けた翌月分からの返還金が、 

助成対象となります。 

お早めに申請してください。 


